
おきなわ観光体験支援事業
事業説明会

● 開催日：４月１５日（木）
● 会　場：沖縄県産業支援センター　中ホール
● 時　間：午前の部　１０時　開場／１０時半開始

　　　　午後の部　１３時半開場／１４時　開始
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　沖縄県の委託事業により、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により多大な打撃を受けた県内

事業者の事業継続を下支えするため、

沖縄観光体験・アクティビティ商品及び観光施設（以下、「観光体験等」という。）で利用できるクーポ

ン券を発行することにより消費及び観光需要の喚起を図り、観光体験等を提供する事業者の支援を

行う。

おきなわ観光体験支援事業を実施するにあたり、本事業の事業内容及び登録申込などの手続きに

ついて事業者に説明を行う。

また、これまでのコロナウィルス感染状況や感染防止策、各業種別ガイドラインなどを参考として、安

心安全な旅を実現させ、今後の沖縄観光回復に寄与する。

事業概要＜目的＞
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（１）キャンペーン名称：沖縄体験ぜ～んぶ 50％OFFキャンペーン（仮）

（２）事　業　期　間：令和４年２月２８日まで

（３）事業者募集期間：令和３年４月１５日～令和３年１２月３１日

　　　★一次募集締切：令和３年４月３０日（後ほど説明）

（４）商品掲載・販売：令和３年５月６日～令和４年２月２８日（予定）

　　　　　　　　　　　　　　※令和４年２月末日までに実施又は入場されるものに限ります。

（５）対 象 事 業 者   ：沖縄観光体験・アクティビティ商品及び観光施設 （後ほど説明）

（６）対 象 消 費 者   ：県内＆県外の利用者

（７）事 業 予 算 額　：２億６千万円（３社合計）

※本事業開始時は県内在住者のみを対象とします。県外の利用者については、新型コロナ感染症の状況等を考慮しなが

ら今後判断していくこととしております。

※事業者募集期間と商品掲載・販売期間は目安です。新型コロナウイルス感染症の状況等により変更する場合がござい

ます。なお、予算配分に達した時点で割引クーポンの発行を終了いたします。

事業概要＜事業スケジュールと対象＞
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事業概要＜掲載サイト＞
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割引クーポンについて

● クーポンの割引率は商品代金（消費税および地方消費税込み。）の50%となる。

● 割引額の上限は5,000円とし、割引額に1円未満の金額が生じる場合は切り捨てとする。

● 本業務における割引クーポンの発行は、県が準備するクーポン原資額に達した時点で終了する

ものとする。

事業概要＜支援内容＞割引率について
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事業概要＜支援内容＞予算配分について

【課題】

・販売開始すると予約が殺到し予算消化
が早い

・季節性の強い体験商品が恵まれない
恐れがある

【対策】

・月別の予算管理で消費額をコントロールし、均等な

予算消化

・予算管理を緻密に行うことで商品ごとに消費の偏り

が見られた場合は早期改善を行う

※参考：2019年度

国内入域客数 7



① 施設の入場券等  （例：水族館、動物園、植物園、資料館、テーマパーク）

② マリンアクティビティ  （例：ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、ｼｭﾉｰｹﾘﾝｸﾞ、ﾊﾞﾅﾅﾎﾞｰﾄ、 SUP、ｳｨﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ、海釣り）

③ 自然体験ツアー（例：川遊び、ホエールウォッチング、ケイビング、収穫体験、天体観測）

④ 沖縄伝統文化体験（例：染物体験、シーサー作り、ガラス作り、着付体験、沖縄料理体験）

⑤ ものづくり体験（例：アクセサリー作り、オルゴール作り、ハーバリウム、調香体験）

⑥ 乗り物（例：四輪バギー、セグウェイ、トゥクトゥク、遊覧船）

⑦ スポーツ・フィットネス（例：ボルダリング、ヨガ、空手、ダンス、乗馬）

⑧ エステ等（例：エステ、あかすり、アロマセラピー、マッサージ）

⑨ フォト体験（例：出張撮影・ロケーションフォト、変身写真）

⑩ その他アクティビティ（例：ドローン）

事業概要＜支援対象商品＞一例

複数の観光体験等を組

み合わせる商品もＯＫ
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・単に飲食をするだけのもの（ホテルランチ、レストラン又は居酒屋等での飲食）

・航空券や宿泊施設への宿泊と組み合わせたもの

・貸切バスと組み合わせたもの

・複数の観光施設を周遊できるもの（周遊パスポート等）

・特定の観光体験等を複数回利用できるもの（年間パスポート、回数券等）

・観光体験等とともに、当該観光体験等に関連するサービス（レンタカーや貸切タクシー含む）又は物品を

組み合わせる場合も、これらを一つの対象商品として販売することができる。

ただし、当該サービス又は物品の価格又は価値相当額は、組み合わせる観光体験等の金額を超えては

ならない。また、提供されるサービス・物品に金券等の換金性の高いもの及び本事業の趣旨から適切で

ないと沖縄県が判断したものは含めることはできない。

事業概要＜支援対象*外*商品＞
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体験：8,000円

事業概要＜支援対象商品＞具体例

サービス：5,000円

旅行代金　＝13,000円
クーポン　＝5,000円
実際支払額＝8,000円

体験：2,000円 サービス：5,000円
　　適用ＮＧ
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● 支援対象商品を取り扱うこと

● 商品内容に応じて、適切な保険書の提出

● 飲食を伴う施設については営業許可書の提出

● コロナ感染予防対策を徹底すること

※シーサーステッカーの取得と掲示

● 本事業の効果を検証するためのアンケートへ回答していただくこと

※回数、内容は各社によって異なる。

事業概要＜参加要件＞
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Q：島巡りツアーに、一部のみ、貸切バスを利用するルートがあります。補助対象になりますか？

A：貸切バスを利用する場合、全て対象外となります。

Q：食事を含めたクルージングツアーは、補助対象になりますか？

A：補助対象です。ただし、食事の価値が明らかにクルージングより上回った場合、対象外と見なされます。（たとえば、ク

リスマス特別メニューを目玉にした商品）

Q：入場チケットで有効期限が購入日より半年間有効の場合、購入日が令和4年2月内であれば補助対象となりますか？

A：補助対象外。令和4年2月末までに入場されるものが対象となります。

Q：移動サービス（船、観光タクシー、レンタカー）と体験商品の組み合わせは可能でしょうか？

A：可能ですが、下記要件を満たすものに限ります。

　移動サービスが組み合わせる観光体験の金額を超えないものに限ります。

　また提供されるサービスに金券等の換金性の高いものや、本事業に適切でないと沖縄県が判断したものは除外となり

ます。

よくある質問　抜粋①
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Q：一次募集の締切に間に合いません。もう応募できないのですか？

A：本事業の募集は、１２月３１日までとしています。ただし、GW明けに消費者向けに販売開始するため、それまでにある程

度、商品掲載がスムーズにできるよう、一次募集の締切を設けさせていただきます。一次募集締切を過ぎた応募は、順次に

受付していく予定です。

Q：冬の体験を扱う業者ですが、もう応募したほうがいいですか？

A：はい、必要書類が揃い次第、掲載作業を進め、予約可能の状態にします。月別の予算管理により、事業期間内において

均等的に予算配分を行う予定です。ただし、応募から掲載まで時間がかかる場合がありますので、可能であればお早めのご

応募をお勧めいたします。

Q：体験当日お客様が来なかった場合、取消料はどうなりますか？（無連絡キャンセル等）

A：ジャンボツアーズ、沖縄ツーリスト、アソビュー各社と施設様の規約に則り精算します。

Q：既に入っている先の日程の予約（直予約）は対象となりますか？

A：対象外となります。

　

よくある質問　抜粋➁



質疑応答
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【本事業への参加・登録申込について】
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